
工事名 令和４年度　有明荘トイレ改修工事

工事場所

工事概要 施 工 方 法 請　　　　　負

安曇野市　有明荘

　　　・１階：和式便器→洋式便器（洗浄便座付き）２ヶ所

　　　・２階：和式便器→洋式便器（洗浄便座付き）３ヶ所

施 工 期 間
契約日から

令和４年10月31日

担 当 課 観光課　観光施設担当

工事担当課 財産管理課　施設経営担当

　・既設和式便器を洋式便器へ改修

金抜設計書





№ 名称 摘要 数量 単位 単価 金額 備考

令和 4年度　有明荘便所改修工事

Ⅰ 共通仮設費 1 式

直接工事費 品番はすべて参考とする

Ⅱ 建築工事 1 式

Ⅲ 電気設備工事 1 式

Ⅳ 機械設備工事 1 式

直接工事費　計

Ⅴ 諸経費

現場管理費 1 式

一般管理費 1 式

合　　計

消費税10%

総　　計

1/5



№ 名称 摘要 数量 単位 単価 金額 備考

Ⅱ 建築工事

1 仮設工事 1 式

2 雑工事 1 式

建築工事費　計

2/5



№ 名称 摘要 数量 単位 単価 金額 備考

1 仮設工事

墨出し 7.0 ㎡

内部足場損料 脚立足場　１か月 5.4 ㎡

清掃片付け費 15.1 ㎡

クリーニング費 15.1 ㎡

養生費 15.1 ㎡

仮設間仕切 3.6 ㎡

小計

2 雑工事

天井点検口 内外共アルミ額縁枠　450角 2 箇所

小計

3/5



№ 名称 摘要 数量 単位 単価 金額 備考

令和 4年度　有明荘便所改修工事

Ⅲ 電気設備工事

ケーブル EM-EEF　2.0-3C
140 m

プラモール 2号
11 m

同上コーナーボックス
5 個

同上水平曲がり 2号
2 個

露出スイッチボックス 1個用
5 個

埋設コンセント 2P15A*2EET　P共
5 個

漏電ブレーカー 2P50AF/20AT
3 個

消耗品・雑材料
1 式

労務費
1 式

電気設備工事直接工事費計

4/5



№ 名称 摘要 数量 単位 単価 金額 備考

令和 4年度　有明荘便所改修工事

Ⅲ 機械設備工事

1 衛生器具設備

洋風大便器 ＣＳ215ＢＰ、ＳＨ215ＢＡＳ、ＴＣＦ6623 5 組

棚付二連紙巻器 5 個

止水栓 5 個

器具取付工 5 箇所

小計

2 工費

既存便器斫り撤去 5 箇所

同上産廃処理 1 式

床コンクリート穴埋め補修 材工共 5 箇所

排水・給水配管工 　〃 5 箇所

小計

3 運搬費

運搬費 1 式

小計

機械設備工事直接工事費計

5/5



現 場 説 明 書 
 

安曇野市総務部 財産管理課 施設経営担当 

 

１ 工事名称   令和４年度 有明荘トイレ改修工事  

 

２ 工事場所   安曇野市 有明荘 

 

３ 工事概要  

  既設和式便器を様式便器へ改修する 

・１階：和式便器→洋式便器（洗浄便座付き）２ヶ所 

  ・２階：和式便器→洋式便器（洗浄便座付き）３ヶ所 

     

４ 一般事項について 

(1) 現場説明会 

本件の内容は、現場、入札心得、入札公告、特記仕様書、設計図書、安曇野市建築工

事の手引等関連する仕様書類、長野県建設工事標準請負契約約款に基づき市が定める契

約書（案）及び現場説明書（以下「設計図書等」という。」）によるものとし、現場説明

会は実施しない。 

 

(2) 設計図書等に対する質問及び回答について 

設計図書等に関する問い合わせは、「入札公告」記載のとおりとし、入札執行が完了

するまでの間、本件に関しての面談又は電話（ただし、指定の問い合わせ先は除く。）等

は一切認めない。 

 

(3) 工事費内訳書の提出 

入札時の工事費内訳書提出については「入札公告」による。 

 

  (4) 工事費内訳書記載数量は参考数量とする。 

 

５ 本工事における特記事項 

(1) 施設を運営しながらの施工となる為、利用者等に支障が無いよう安全管理に努める

こと。 

(2) 施工に係る支障事項は、事前に施設管理者へ報告を行い、作業内容等十分な配慮を

行うこと。 

(3) 工程は、施設管理者と協議を行い、なるべく影響が少なくなるよう調整すること。

施設管理者との協議により、施工期間及び作業時間の調整を行い施工すること。 

(4) 夜間、早朝及び休日での施工を実施する場合は施設管理者と打合せを行い、工事監理

者・監督員および施設管理者の承諾を得たのちに施工すること。  

(5) 新型コロナウイルス感染症について、協議の上対策を十分講じること。 

 

 

 

 



６ その他 

(1)  火災保険等への加入について 

火災保険等加入期間については、耐火建築物にあっては基礎工事完了時から完成期

日後 14 日まで、木造等非耐火建築物にあっては請負契約後から完成期日後 14 日

まで、設備工事にあっては機械類搬入時から完成期日後 14 日までとする。 

(2)  高度技術・創意工夫・社会性に関する実施状況の提出について 

請負者は、工事施工において、自ら立案実施した創意工夫や技術力に関する項目、

又は、地域社会への貢献として評価できる項目に関する事項について、施工に先立

ち所定の様式により提出することができる。 

高度技術・創意工夫・社会性等の具体的内容がある場合は、下記の「別添様式」及

び、「説明資料」を提出すること。なお、用紙サイズはＡ４版とする。 

   
















